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がん対策基本法の概要  

1 目的  

○ 我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきた   
ものの、なお、がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となって   
いる現状にかんがみ、がん対策の一層の充実を図るため、次に掲げる事   
項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進する。  

2 基本理念   

○ がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究   
を推進するとともに、研究等の成果を普及・活用し、発展させること。   

○ がん患者がその居住する地域にかかわらず、科学的知見に基づく適切  
ながん医療を受けることができるようにすること。   

○ がん患者が 置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重して治療   
方法等が選択されるようがん医療を提供する体制を整備すること。  

3 関係者の責務等   

○ 国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師等の責務等を定める。  

2 がん対策推進基本計画等  

○ 厚生労働大臣は、関係行政機関の長と協議するとともに、がん対策推   
進協議会の意見を聴いて、 「がん対策推進基本計画」の案を作成し、閣   
議の決定を求めること等とする。  

○ 厚生労働大臣は、関係行政機関の長に対し、がん対策推進基本計画の   
実施等について、必要な要請をすることができる。  

○ 都道府県は「都道府県がん対策推進計画」を策定する。  

3 基本的施策  

1 がんの予防及び早期発見の推進   

○ がんの予防の推進、がん検診の質の向上、がん検診の推進のために必   

要な施策を講ずる。  

2 がん医療の均てん化の促進   

○ がん専門医等の育成、拠点病院・連携協力体制の整備、がん患者の療   
養生活の質の維持向上、がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等  
のために必要な施策を講ずる。  

3 がん研究の推進等  

○ がん研究の推進、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品・医療   

機器の早期承認に資する環境整備のために必要な施策を講ずる。   



4 がん対策推進協議会  

○ 厚生労働省に、がん対策推進基本計画の策定に係る審議会等として、   
がん対策推進協議会を置く。  

○ 協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん   
医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が   
任命し、委員数は20名以内とする。  

5 施行期日等  

○ この法律の施行期日は平成19年4月1日とする。  

○ がん対策推進協議会の設置等に閲し、厚生労働省設置法を改正し、   
所要の規定整備を行う。   




